
Ⅱ 憲法とＩＬＯ勧告に基づく労働基本権回復、民主的公務員制度確立を 
（１）国家公務員、地方公務員の労働基本権を回復し、憲法に基づく民主的な公務員制度を確立する

こと。 

（２）労働組合との誠実な交渉・協議のもと、「公務員への労働基本権の付与」を求めた ILO 勧告に

基づき、速やかに国家公務員、地方公務員の協約締結権を回復すること。

（３）消防職員については、他の地方公務員に遅れることなく、団結権・協約締結権を確立すること。 

（４）労働組合活動への一方的な制限を行うことなく、組合事務所等の提供や、組合費のチェックオ

フ、交渉準備等の時間内活動など労働組合活動に必要な諸権利を拡充すること。

（５）憲法が規定する「全体の奉仕者」として、公務員が職務を遂行できるように、労働基本権の回

復とともに「身分保障」を明確に規定すること。基本的人権としての政治的・市民的自由を完全

に保障すること。 

（６）地方公務員制度について、「地方自治の本旨」に基づく「住民自治」「団体自治」と「地方分権」

がいっそう拡充される制度改革を行うこと。国家公務員制度「改革」に縛られることなく、自治

体の首長・議会・労働組合、住民の要望・意見を十分に尊重すること。 

（７）地方公務員法は、地方自治法第 1 条及び第 2 条各項の趣旨に基づき、地方公務員制度の基本的

枠組みを規定する基本法とし、地方自治の侵害となる過度の人事管理の規定を排除し、地方自治

体の条例制定権の拡大を図ること。

（８）自治体行政のすべての段階・分野に職員の参加制度を確立すること。自治体内部の不正・違法

な行為に対する「内部告発権」、不法・不当な職務命令に対する「意見表明権」、違法・不当、重

大な瑕疵ある職務命令に従う義務のないこと等について、「内部告発者」等の保護を含めた法律や

条例の整備を行うこと。 

（９）地方公務員の賃金・労働条件の決定は、「労使自治」「法定主義」の原則を貫き、現行の人事委

員会による給与・勤務条件の「勧告制度」を廃止すること。その上で、職員の任免・服務・分限・

懲戒等を行う第三者機関としての「人事行政機関」を設置すること。 

（10）地方公務員の「労働条件決定システム」は、ILO 条約・勧告・報告など、国際労働基準を最低

基準として完全に保障すること。




